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3　　KAMIKAWA　3 月号

　登仙橋は、県道太田部鬼石線の群馬県境の神流川に架かる橋です。 矢納地区は峠を越えた秩父方面から

の物資搬入は困難なため、鬼石方面から神流川を越えて生活品の搬入を行ってきました。 登仙橋ができる以

前は土橋や板橋を架けていましたが、大雨や洪水の度に流失していました。 明治14年（1881）に木橋が完

成し、その後老朽化や自動車の通行に適していないため何度か架け替えが行われた後、昭和39年（1964）

に現在の姿となりました。 「登仙橋」 と呼ばれるようになったのは昭和9年（1934）に架け替えた時だと言

われています。 それ以前は 「手築橋」 と呼ばれていたようです。

登仙橋

　今私たちが日常で見ている風景も、やがては新たな風景へと生まれ変わっていきます。 日々の変化を記録し、

後世へ伝えていく手段として 「写真」 があります。 写真は地域の歴史や暮らしを知るうえでとても貴重な資料で

あり、撮影された時代を生きた人々にとっては、懐かしい人や風景を思い起こさせる大切な宝物ともなります。

　今月号の特集は、神泉地区内で撮影された写真から町の移り変わりを見ていきます。

　まず初めに表紙を見てみましょう。 手に持っている写真には神泉村役場が写っています。 神泉村役場は阿久

原小学校が現在の神泉小学校の場所へ移転した後に、校舎を神泉村役場として使用し始めました。 写真の撮影

された詳しい時期は分かりません。 神泉村が昭和29年（1954）に誕生し、令和5年3月まで支所として使用し

ていた建物が昭和46年（1971）に建設されたことから、撮影時期は昭和30年代と考えられます。

　そして背景となっている建物は、令和5年4月に開庁した神泉総合支所です。 以前の支所の場所から多目

的交流施設（旧神泉中学校）の敷地内に移転してきました。

今昔写真で見る町の移り変わり
神泉 編 

　昭和44年（1969）利根川支流の神流川上流に完成した下久保ダム。このダムの建設によりダム湖に沈んでしまっ

た集落がありました（稲村・向平・柚木・矢納平ほか）。 当時の写真が残っていることで水没地域に暮らしていた人々

の生活を知ることができます。 このようなことからも古い写真の重要性を改めて感じさせられます。

今は見ることのできない風景

約15年後

約56 年後

昭和28年（1953）

令和6年（2024）

昭和39年以降

問合せ　　

生涯学習課文化財担当

☎ 0274-52-2586

F A X0274-52-2586
月曜～金曜日（土日祝日を除く）
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5　　KAMIKAWA　3 月号

渡戸橋交差点（2024） ①国体リレー時（1967）

下阿久原交差点（2024） ②県道矢納鬼石線（年代不明）

57 年後

　12月号の特集記事でも触れましたが、 県道が開通するまで神泉地区へ向かう際は群馬県に一度入らなければな

りませんでした。 明治時代の記録を見てみると、 当時の渡瀬村と阿久原村が県へ道路開通の願書を出しています。

しかし、 山と川が接近している難所であることから開通には至りませんでした。 明治時代からの願いが実現するの

は、 昭和になってからです。 昭和47年（1972）にようやく工事が開始され、 開通式が61年（1986）に行われまし

た。 この道路の開通により神泉地区へ直接行き来できるようになりました。

　①は昭和42年（1967）に開催された国体リレー時の様子で、 渡瀬側から撮影されたものです。 この当時、 県道

は開通しておらず渡戸橋を渡り鬼石を経由して神泉へと向かいました。 ②の写真は撮影年代は不明ですが、 現在

の下阿久原交差点付近を撮影したものです。

県道矢納鬼石線

KAMIKAWA　3 月号　　4

皆さんから寄せられた写真
　文化財担当で募集していた古写真ですが、皆さんから寄せられた写真を紹介します。 この他にも多くの写真

をお寄せいただきました。 紙面の都合上全て紹介することはできませんが、ご協力ありがとうございました。

①青柳村競馬大会

　大正6年（1917）に大字新宿の寄島で行われた競馬

大会の様子を写したものです。 写真下部中央には馬

が走っている姿が見て取れます。

②丹荘村役場

　昭和4年（1929）に撮影された丹荘村役場の写真です。

写真に家屋曳
ひきがた

方※の文字が見られることから村役場を解体

せずに移動させたということがわかります。 調査中ではあ

りますが、町に残る丹荘村役場の写真で一番古い可能性が

あります。 さらに役場をそのまま移動させていたという事

もこの写真により新たにわかりました。

※家屋曳方…建物を解体せずにそのまま移動させる建築工法

③渡瀬旧道

　年代不明ですが、現在の渡瀬小学校の前の道を

撮影したものです。 道の両端に水路が流れている

ことがわかります。

昔の写真探しています
　【探している写真】

● 町の風景

● 人々の暮らし（農業や養蚕）

● 地域の行事（お祭りなど）

　丹荘村役場の写真のように町の歴史解明に繋がる写真があなたのお家に眠っているかもしれません。

お持ちの方は文化財担当までご一報ください！

古い写真はとても重要
　家の中に眠っている古い写真の中には、 貴重

な情報が詰まっていることがあります。 今では無く

なってしまった建物、 開発が進み様子が変わった自然

のほか、 現代では見られなくなった人々の生活や習慣

が写真として残されています。

　撮影された年代と場所が特定できる写真は、 現在

の町の状況と比べられることから重要な歴史的資

　　　　　　　　　　料となりえます。
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問合せ　町民福祉課　子育て支援担当　☎０４９５-７７-２１１２　FAX０４９５-７７-2117

児童手当 ・ 児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当のご案内

◎児童手当

　家庭等における生活の安定と次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための制度です。

 　対象　15歳に到達した日以降最初の３月31日までの児童(中学校卒業まで)を育てている方

　 支給月　６月・10月・２月　

 　※公務員の方は所属庁から児童手当が支給されます。そのため公務員になったとき、また公務員でなくなっ

　　　たときは手続きが必要となります。

◎児童扶養手当

　父母の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭(ひとり親家庭な

ど)や、父または母に政令で定める程度以上の障害のある家庭を支援するための制度です。

　 対象　下記に該当する、18歳に到達した日以降最初の３月31日までの児童を育てている方

　　　　　 ※児童に政令で定める程度以上の障害がある場合は20歳まで対象となります。

           ①父母の離婚や死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童

　　　　　 ②父または母に政令で定める程度以上の障害がある児童

 　支給月　3月・5月・7月・9月・11月・1月

　 支給額　下表のとおり（令和6年４月～）　※所得額に応じて支給額が決まります。

◎特別児童扶養手当

　精神または身体に一定の障害 ( 政令で定める程度以上 ) のある児童を育てている家庭を支援するため

の制度です。

 　対象　精神または身体に政令で定める程度以上の障害がある20歳未満の児童を育てている方

　 支給月　４月・８月・11月

 　支給額　下表のとおり（令和6年４月～）

児童の年齢 月額

３歳未満（一律） １５，０００円

３歳以上小学校修了前（第１・２子） １０，０００円

３歳以上小学校修了前（第３子以降） １５，０００円

中学生（一律） １０，０００円

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の場合（一律）
５，０００円

所得上限限度額以上の場合（一律） ０円（資格消滅）

扶養親族等

の数

所得制限限度額（万円） 所得上限限度額（万円）

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

０人 ６２２ ８３３．３ ８５８ １０７１

１人 ６６０ ８７５．６ ８９６ １１２４

２人 ６９８ ９１７．８ ９３４ １１６２

３人 ７３６ ９６０ ９７２ １２００

４人 ７７４ １００２ １０１０ １２３８

５人 ８１２ １０４０ １０４８ １２７６

児童数 全額支給 （月額） 一部支給 （月額）

１人の場合 ４５，５００円 ４５，４９０円～１０，７４０円

２人目加算額 １０，７５０円 １０，７４０円～　５，３８０円

３人目以降加算額 ６，４５０円（１人につき） 　６，４４０円～　３，２３０円

障害の状態 月額 （児童１人につき）

１級（重度障害児） ５５，３５０円

２級（中度障害児） ３６，８６０円

※申請者や配偶者、同居等生計

　 を同じくしている直系血族や 

 　申請者の兄弟姉妹が所得限度

　 額を超えている場合には支給

 　されません。

※申請者や配偶者、同居等生計を同じくしている直系血族や申請者の　

　 兄弟姉妹が所得限度額を超えている場合、対象の児童が障害による

 　公的年金を受け取ることができる場合、児童福祉施設等に入所して

　 いる場合には支給されません。

●支給額 ●所得制限限度額

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提

　 出等が必要となりますので、ご注意ください。

福祉３医療助成制度のご案内
問合せ　町民福祉課　福祉担当・子育て支援担当　☎０４９５-７７-２１１２　FAX０４９５-７７-2117

②ひとり親家庭等医療費助成制度

 　対象者　○母子家庭、父子家庭、親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者家庭の保護

　　　　　　　　 者と児童（こども医療費を受給している児童は対象外）

　　　　　　　○父（母）に一定の障害がある家庭の児童を監護する母(父)とその児童

　            ※児童とは、18歳になった年度の末日(3月31日)までの子どもです。また、一定の障害がある児

　　　　　　　　 童の場合は20歳になるまでが該当となります。

              ※児童扶養手当に準じた所得制限があります。

③重度心身障害者医療費助成制度

 　対象者　○身体障害者手帳１級～３級所持者   　○精神障害者保健福祉手帳１級所持者

  　　　　　　○療育手帳Ⓐ・Ａ・Ｂ所持者              　 ○後期高齢者医療保険の障害認定を受けた方

　　　　　　　※65歳以上で上記に該当する手帳を新たに取得された方は対象外です。

　　　　　　　※所得により支給停止となる場合（所得制限）があります。

①こども医療費助成制度

 　対象者　○町内在住で18歳到達後の最初の３月３１日までの方。

　　　　　　　※対象とならない場合もあります。詳しくは町民福祉課までお問合せください。

　対象となる方が保険医療機関等を受診した際の医療費の自己負担額を助成します。 以下に該当する方で

登録されていない方はお問合せください。 なお、 ①～③の制度に重複して登録することはできません。

　すでに登録されている方で未申請の医療費がある方は、 お早めに申請をお願いします。

問合せ　町民福祉課　戸籍担当　☎０４９５-７７-2112　FAX０４９５-７７-2117

マイナポータルからオンラインで転出届 ・転入予約（来庁予
定の連絡）を提出できるようになりました

　引越しをする際に手続が必要な転出届、転入予約（来庁予定の連絡）は、マイナポータルを通じてオンライン

による提出が可能です。 このサービスを利用する方は、転出に限り神川町への来庁が原則不要となります。

　電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけ

ます。 ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方（いずれも電子証明書

が有効なマイナンバーカードを持っている方が対象）の引越しでも利用可能です。

　マイナポータルを通じて転出届の提出をした後、マイナポータルで転出元市区町村の処理状況が「完了」と

なってから転入先市区町村に来庁してください。

これまでの

住所の市町村

原則来庁不要

新しい

住所の市町村

来庁が必要

デジタル庁

オンラインサービス

マイナポータル
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問合せ　総務課　庶務担当　☎0495-77-2114　FAX０４９５-７７-3915

小規模工事等の契約希望業者登録申請

　令和６・７年度において町が発注する小規模工事等の執行に際して、受注希望がある小規模事業者を対象

に業者登録申請の受付を行います。 対象となる契約金額は、神川町契約規則第２０条に規定する随意契約

の範囲内（工事または製造の請負１３０万円、 財産の買入れ８０万円、 物件の借入れ４０万円、 財産の売払

い３０万円、 物件の貸付け３０万円、 その他のもの５０万円）で、登録できる希望業種は５業種以内です。

【登録業種 （全業種）】

① 建設工事 （土木、 建築、 とび、 電気、 管、 舗装、 造園等）

② 建設に係る設計、 調査、 測量業務

③ 土木施設、 建築物等維持管理

④ 物品、 印刷、 業務委託等

⑤ その他の業種

【提出書類】

① 神川町小規模工事等契約希望者登録申請書　　　　　② 希望業種に必要な資格または免許等の写し

【受付期間】

令和６年３月１９日（火）から随時受付 （土日祝日を除く）

午前８時３０分～正午、 午後１時～５時１５分

【受付場所】

総務課、 神泉総合支所

【登録期間】

令和６年４月１日～令和８年３月３１日

【その他】  

申請書は総務課、 神泉総合支所にあります。 ホームページからもダウンロードできます。

【登録申請できない事業者】

① 神川町内に現住所を有していない事業者

② 神川町の入札参加資格者名簿（建設工事・物品等）に登録されている事業者

（ただし、 希望業種が神川町入札参加資格者名簿に登載されていない者は、 この限りではありません。） 

神川町ホームページ

固定資産税の縦覧 ・ 閲覧制度をご利用ください

①土地、 家屋縦覧帳簿の縦覧

　町内所在の課税対象となる土地または家屋について、土地の納税者は土地縦覧帳簿に登録された価格

を、家屋の納税者は家屋縦覧帳簿に登録された価格を自己所有のものだけでなく他の所有のものも含め

て縦覧できます。

②固定資産課税台帳の閲覧

　固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を閲覧できます。

　また、土地を借りている方はその土地について、家屋を借りている方はその家屋およびその敷地の土地に

ついて、固定資産課税台帳の記載内容を閲覧できます。 借地・借家人で閲覧を希望される方は、賃貸借契

約書などの提示が必要となります。

③宅地の標準的な価格の閲覧

　固定資産税に係る標準的な宅地の価格について、標準宅地の位置および単位地積当たりの価格をどなた

でも閲覧できます。

縦覧・閲覧期間　①4月1日～5月31日　②③4月1日以降いつでも可　※土日祝日、年末年始を除く

時間　午前8時30分～午後5時15分　　場所　税務課・神泉総合支所

手数料　①③…無料　②…1件150円

用意するもの　①・②を希望される方は本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）

　 ※代理人の場合は委任状が必要です。

バイクや軽自動車をお持ちのみなさんへ
問合せ　税務課　資産税担当　☎０４９５-７７-２１１6　FAX０４９５-７７-2117

　軽自動車、バイク、農耕作業車など廃車や譲渡したもののうち、手続きが済んでいないものはありませんか。

軽自動車税は毎年４月１日（賦課期日）現在に所有している方に納めていただく税金（年税）です。 年度途中

で行った登録への月割の課税や廃車での月割の課税の還付はありません。

　登録、廃車、名義変更などの手続きがお済みでない方は、早急に手続きをしてください。 また、所有者が死

亡されている場合も名義変更や廃車の手続きをお願いします。

　不明な点は車種に応じて下記へお問合せください。

問合せ　税務課　資産税担当　☎０４９５-７７-２１１6　FAX０４９５-７７-2117

種　　類 取　扱　窓　口

原動機付自転車（125㏄以下）

小型特殊自動車（農耕車等）

神川町役場税務課 　　　　  ☎0495-77-2116

　　　　　　　　　　　         　　FAX0495-77-2117

神泉総合支所　　　　　　　   ☎0274-52-3271
　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX0274-52-2848

二輪の軽自動車（125㏄を超え250㏄以下）

または二輪の小型自動車（250㏄を超えるもの）

関東運輸局埼玉運輸支局　熊谷自動車検査登録事務所

熊谷市御陵威ヶ原字下林 701-4   ☎050-5540-2027

三輪 ・ 四輪の軽自動車
軽自動車検査協会　埼玉事務所熊谷支所

熊谷市新堀字北原 960-2           ☎050-3816-3112

令和６年能登半島地震の義援金をお届けしました
問合せ　総務課　庶務担当　☎０４９５-７７-２１１4　FAX０４９５-７７-3915

　役場本庁舎をはじめ、関係する施設で義援金のご協力をお願いしてまいり

ました。

　この度、皆様からお寄せいただいた義援金531,788円を、神川町社会福

祉協議会を通じて被災地へ送りましたのでご報告いたします。

　多くの皆様から義援金をお寄せいただき、心から感謝を申し上げますと共

に、被災地の一日も早い復旧、復興をお祈りいたします。

　なお、神川町社会福祉協議会におきましては、令和６年１２月２７日まで義

援金の受付をしておりますので、引き続きご協力をお願い申し上げます。
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問合せ　保険健康課　介護年金担当　☎０４９５-７７-２１１3　FAX０４９５-７７-２１１７

退職後は国民年金への加入の手続きを忘れずに！

　厚生年金保険や共済組合に加入している方（第2号被保険者）が退職した

場合は次の会社に就職するまでの間、国民年金への加入の手続きを行い、

第1号被保険者として国民年金保険料を納める必要があります。

　なお、退職後、加入の手続きをしないまま次の会社に就職すると未加入期

間が発生してしまいます。 例えば、右図のように退職後すぐに別の会社に就

職した場合でも1日でも間が空いているとその期間は第1号被保険者となり

ますので、手続きをしていないと未加入期間となり、受け取る年金額が少な

くなってしまいます。

　また、扶養している配偶者（第3号被保険者）がいる場合は、配偶者につい

ても変更の手続きを行い、第1号被保険者として国民年金保険料を納める必

要があります。 そのため、退職した際は忘れずに手続きを行ってください。

〇問合せ

   熊谷年金事務所　048-522-5012

   保険健康課　　　　0495-77-2113

   地域振興課　　　　0274-52-3271

☆熊谷年金事務所　相談予約受付専用番号

年金事務所の相談窓口は非常に混雑しておりますので、

事前にご予約をお願いします。

予約受付専用番号　０５７０-０５-４８９０

【被保険者の種類】

第1号被保険者…国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、第2号および第3号被保険者でない方

第2号被保険者…厚生年金保険や共済組合に加入している方

第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

社会保険加入中（第２号被保険者）

3/16～3/31

国民年金加入の手続きを

しないと未加入期間となる

（第１号被保険者）

3/15 退職　社会保険脱退

➡
➡

4/1 就職　社会保険加入

➡
➡

社会保険加入中（第２号被保険者）

自動車盗難被害が増加しています
問合せ　児玉警察署　☎０４９５-７2-0110　

　埼玉県内で自動車の盗難被害が増加しています。 児玉警察署管内においても、令和6年に入り被害が発生し

ています。

盗難被害の多い車種

〇トヨタ　アルファード　 ○トヨタ　ランドクルーザー（プラド）

○トヨタ　プリウス ○レクサス（RX･LX･ES･LS･NX 等）

被害にあわないために対策を

①車両から離れる際は確実に施錠をする

②警報機やハンドルロック等の盗難防止器具を複数併用する

③駐車場に防犯カメラやセンサーライトを設置する

④スマートキーを金属製の容器や電波遮断ポート等に保管する

⑤車両の左側面を壁際に駐車し、左前のタイヤ付近に人が入り込めないようにする

かみかわ町長コラム

令和5年度新規事業を振り返って

神川町長　櫻澤　晃

　令和5年度新たに始めた主要事業に、幼稚園、保育園に通う3歳から5歳
の園児を対象とした「給食費無償化」があります。これで、幼保小中と一貫
したサービス提供が図られました。両方実施しているのは、県内ではまだ
少数の自治体です。
　また、50歳以上の人を対象に「帯状疱疹ワクチン接種助成」も始めました。帯状疱疹とは、水ぼうそ
うにかかった人が治癒後も体内に潜んでいるウイルスにより、加齢や疲労、ストレスなど免疫力が落
ちた時に発症するものです。50歳以上になると発症率が上昇し、80歳までに約3人に1人が発症する
といわれています。症状は、体の皮膚に痛みやかゆみを伴う発疹が現れ、皮膚が正常に戻った後も痛
みが続く可能性があります。ワクチン接種費用の助成額は費用の2分の1で上限1万円（生ワクチンは1
回、不活化ワクチンは2回まで）です。不活化ワクチンの場合2回接種が必要で、1回の接種費用は2万
円前後です。また、接種は任意接種です。（詳しくは「町のホームページ」をご覧になるか、「保健センター
☎0495-77-4041」までお問合せください。)

かみかわの歴史・発見！　

第40回　石造物紹介④　社
しゃにちとう

日塔

問合せ　生涯学習課　文化財担当　☎0274-52-2586　FAX0274-52-2586

　石造物紹介の4回目は 「社
しゃにちとう

日塔」 です。

　社日塔は五角柱の石塔で、社日様や地神塔とも言われています。 五角柱のそれぞれの面に神様※の名前が

刻まれています。

　社日とは雑
ざっせつ

節※の一つで、春分・秋分に最も近い 戊
つちのえ

の日のこと

です。 この日は土を動かしてはいけないとされています。 春は

作物がよく育つように、秋は作物の収穫を感謝して、土の神を祀

りました。 古代中国では土地の神を祀って五穀豊穣を祈る祝日

で、 この風習が江戸時代に伝わったと考えられています。

　社日塔には人々の五穀豊穣の祈りが込められています。 また

村や地域ごとに立てられることが多く、あまり数が多くないのが

特徴です。

※刻まれている神様…天
アマテラスオオミカミ

照大神 ・ 倉
ウカノミタマノミコト

稲魂命 ・ 埴
ハニヤスヒメノミコト

安媛命 ・

 少
スクナヒコナノミコト

彦名命 ・ 大
オオナムチノミコト

己貴命の五神。

※雑節…季節の移り変わりをより的確に掴むために設けれた、

　特別な暦日のことです。 彼岸や節分などがあります。
社日塔 （大字小浜）
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　「施術料金が安い」というＳＮＳの広告を見て、 美容医療やエステティックサービス

の店舗を訪れたところ、 元々希望していない高額の契約だった、 即日の施術を強

引に勧められた、 事前に説明のなかった施術後の痛み・腫れなどの症状が出た、 ア

フターサービスが不満など、 トラブルに関する相談が寄せられています。

　また、 最近は経営悪化による大手脱毛サロン等の倒産も多く、 それに伴う利用者

からの相談も目立ちます。

くらしの110番　美容医療やエステティックサービス契約は慎重に
問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-３９１５

▼困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

　 消費者ホットライン　☎ 188 （いやや）

　 埼玉県消費生活支援センター熊谷　☎ 048-524-0999

【事例2】

　半年前に大手脱毛サロンＡで３５万円程の通い放題コースを契約し、 クレジットカードで一括支払いを

した。 まだ３回しか施術を受けていないのに、 昨夜脱毛サロンＡから倒産した旨の連絡メールが入った。

【事例1】

　ＳＮＳで「切らない二重まぶた手術、限定５０名様５千円」という広告を見て美容クリニックへ出向いた。

手術前のカウンセリングで突然、 切開する３０万円程の手術を強引に勧めらた。 断れずに、 その日にロー

ン契約し、手術まで受けた。 術後、内出血や腫れがひかない。 まだ支払いはしていないため解約したい。

消費者へのアドバイス

①低価格の強調や通い放題、 絶対的効果、 ノーリスクをうたっ

　 た広告をうのみにしないようにしましょう。

②施術内容（期間・回数・リスク）、 支払総額、 支払方法等につ

　 いてはしっかり説明を求め、 理解してから契約しましょう。

　 せかされてもその場では契約せず、 一旦持ち帰るなどして

　 慎重に考えましょう。

③エステティックサービス・美容医療の一部は「１か月を超え、

　 ５万円以上の契約」で、 法定書面を受け取ってから８日以内

　 であればクーリング・オフが適用でき、 その期日を超えた場

　 合は、 解約料に上限がある中途解約ができます。

問合せ　保健センター　☎０４９５-７７-４０４１　FAX ０４９５-７７-０５５０

　3月は、進学や就職、転勤など、環境が変わり強いストレスを感じ、心や身体の不調が出やすくなる時期です。

【ストレスが原因で起こる心や体の不調】

□ 些細なことでも不安になる、気分の落ち込み、憂鬱感

□ いらいらする、怒りっぽくなる

□ 眠れなくなる、寝つきが悪くなる、何度も起きてしまう

□ 食欲がなくなる

□ だるい、疲れやすい、意欲がなくなる

□ 頭痛、めまい、耳鳴り、肩こり、腹痛や下痢、嘔吐　　など

ひとりで悩まないでご相談ください

心のつらさは人それぞれです。

　 「こんなことくらいで…」 と思わずに、 話してみてください。

神川町による　こころの健康相談

秘密は必ず守りますので、安心してご相談ください。 ご家族からの相談も受付けています。

　場所 ： 保健センター （神川町植竹900-1）　※4月1日以降は総合福祉センター内へ移転します。

　　　　　 ☎ 0495-77-4041　　　　　　　　　　　　

　相談時間 ： 午前8時30分～午後5時15分（土日祝日を除く）

実施機関・内容 対応時間 電話番号

こころの健康相談統一ダイヤル 公的な心の健康電話相談 平日・休日ともに24時間対応 0570-064-556

暮らしとこころの総合相談会

（会場　JACK大宮5階）

弁護士や臨床心理士等による生活
全般から心の相談

【予約受付】
午前10時～午後5時

048-782-4675
（平日のみ）

埼玉県立精神保健福祉センター 来所による心の健康や悩みの相談 電話予約制　午前9時～午後5時
048-723-3333
（平日のみ）

自死遺族相談
大切な方を自死で亡くされたご遺
族や友人の相談

予約受付　午前9時～午後5時
（平日のみ）

予約専用電話
048-723-6811

さいたまチャイルドライン 18歳以下のこども専用の相談電話 午後4時～9時 0120-99-7777

SNS相談
LINEなどのSNSやチャットでの悩
み相談

それぞれの受付時間による※施術後、 皮膚トラブル等が発生した場合は、 施術を受けた店舗へ申し出るとともに、 必要に応じて早急

　 に医療機関を受診しましょう。

※利用しているエステサロン等が倒産した場合、 破産管財人からの案内やホームページ等で状況を確認し、

　 契約内容を確認して対応を検討しましょう。

　保健センター移転のお知らせ　

　令和6年4月より総合福祉センター内に移転します。保健センターと地

域包括支援センターが集約されることにより、健康づくりと介護予防

業務の連携が一層強化され利便性が高まります。

　なお乳幼児健診などの母子保健事業は、これまで通り役場裏の保健

センター（分室）で実施いたします。

【新住所】

〒 367-0246

神川町関口９０番地

　☎０４９５-７７-４０４１(変更なし)

　FAX０４９５-７７-０５５０(変更なし)
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問合せ　保険健康課　保険担当　☎０４９５-７７-2113　FAX０４９５-７７-2117

♡ 健康メッセージ ♡
保健師・看護師・社会福祉士からの

健康診断の結果からみえる神川町の状況
　令和６年度より、神川町国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者は、個別健診の受診開始時期が３か月

早まります。 受診時期や医療機関等を想定し、今のうちから健康診断を受ける日程を立ててみましょう。

　神川町は虚血性心疾患（心筋梗塞など）の死亡率が国や埼玉県と比較して高く、受診された方の健康診断の

結果から 「高血圧」 「高脂質」 「喫煙」 といった3大リスクの高い方が多いことがわかりました。

　まずは自分の健康診断の結果を見返し、血圧や中性脂肪・コレステロールの値を確認してみましょう。 今年

度受けなかった方は、令和６年度は健康診断を受けましょう。 何かあってからではなく、何か起こる前に先手

を打っておくことが、将来の自分や家族の助けになります。

神川町の現状

虚血性心疾患って何？

　虚血性心疾患とは、動脈硬化や血栓によって血

管内が狭くなり、心臓に酸素・栄養がいきわたら

ないために胸痛や動悸、息苦しさなどが起こるも

のです。

　虚血性心疾患には心筋梗塞

や狭心症などが該当し、健康

診断の心電図検査ではじめて

指摘される場合もあります。

一人ひとりにできること

●健康診断を受ける

毎年1 回必ず受けましょう。 健康診断を受けた

ことがない方、最近受けていない方はまずは一度

受けてみましょう。

●結果を見つめる

血圧・脂質の項目は欠かさず見ておきましょう。

数値の高い方は医療受診を検討しましょう。

●禁煙や節酒

動脈硬化や血圧上昇など心臓病のリスクを高め

ます。 できるだけ量は控えるようにしましょう。

　令和６年度から個別健診の受診開始時期が早まります。 それに伴い、受診券の送付時期も変更となります。

個人宛での送付となりますので、お手元に届きましたら必ず開封し、ご確認ください。 ※対象者は40歳から

74歳までの神川町国民健康保険加入者または後期高齢者医療保険加入者です。

町の健康診断（個別健診）の受診開始時期が早まります！

個別健診を受診できる期間

令和5年度まで

10月～翌年2月

（受診券は9月下旬発送）

令和6年度から

6月～翌年2月

（受診券は5月初旬発送）

　集団健診の受診開始時期に変更はありません。 詳しくは、健診案内（４月送付）や広報４月号をご確認ください。

狂犬病予防集合注射を行います
問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１24　FAX０４９５-７７-3915

　犬の飼い主は、狂犬病予防法により、年に１回狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせる義務があります。 町で

は、下記のとおり集合注射を実施しますのでこの機会に予防注射を受けましょう。

期日 時間 場所

4月11日（木）
午前10時～11時30分 神泉総合支所

午後1時10分～2時30分 渡瀬コミュニティ集会所

4月12日（金）
午前10時～11時30分 神川町消防団第二分団車庫 （青柳小学校となり）

午後1時10分～2時30分 神川町役場

【日程】

【費用】

注射費用として１頭あたり３，５００円 （犬を新たに登録する場合は別途３，０００円）

※お釣りのないようにご用意をお願いします。

【注意事項】

● 飼い犬同士のトラブル防止のため、間隔を取って並んでいただきますようご協力をお願いします。

● 動物病院で狂犬病予防注射を受けた方は、注射済の証明書を発行してもらい、防災環境課（役場２階）また

は神泉総合支所にて注射済票（交付手数料５５０円）の交付を受けてください。

ペットボトル拠点回収場所が変更になります （資源ごみの

分別にご協力を！）
問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１24　FAX０４９５-７７-3915

　旧ステラ神泉に常設されているペットボトル拠点回収場所が、 ３月２7日（水）から神泉総合支所に移動しま

す。 ご不便おかけしますが、 引き続きペットボトルの分別にご協力をお願いします。

　また、 可燃ごみの中にペットボトルの混入、 不燃ごみの中に飲料缶の混入が多く見

受けられます。 混ぜてしまえば単なるごみですが、 分別して資源ごみとして排出する

ことで、 資源の有効利用につながります。 資源ごみの出し方について、 詳しくは町ホー

ムページをご覧ください。

※神川町国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者の健康診断の結果を参照しています。

神川町ホームページ

ペットボトル拠点回収ボックス 不燃ごみの中の飲料缶
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　令和5年9月20日より開始した令

和5年度秋接種（無料）は３月３１日

をもって終了となります。 接種を希

望する方は３月３１日までに受けま

しょう。 なお、 接種は期間中一人１

回のみとなります。

● 接種券のない方

接種券を再交付しますので、 保

健センターまでご連絡ください。

● 転入した方（接種券がない場合）

過去の接種記録をご用意のうえ、

保健センターまでご連絡ください。

問合せ　保健センター

☎０495-77-4041

FAX０495-77-0550

新型コロナウイルスワクチン

『無料接種』 終了のお知らせ
　国税局や税務署において、税のス

ペシャリストとして働く国税専門官

（国家公務員）を募集します。

受験資格　

①平成6年４月２日～平成15年４

月１日生まれの者

②平成15年４月２日以降生まれの

者で次に掲げる者

（１）大学（短期大学を除く。以下

　同じ。）を卒業した者および

 令和7年３月までに大学を

        卒業する見込みの者

（２）人事院が（１）に掲げる者と同

等の資格があると認める者

試験区分　国税専門A（法文系）、国

 税専門B（理工・デジタル系）

申込方法　※原則インターネット申込　

○次のアドレスへアクセスし、説明

に従って入力

https://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html

○受付期間

2月22日（木）午前９時～

　3月25日（月）※受信有効

試験日　第１次試験：5月26日(日)

 第２次試験：6月24日（月）～7月　

 5日（金）のいずれか第1次試験合

 格通知書で指定する日時

問合せ

 　〇インターネット申込みについて

 人事院人材局試験課

☎03-3581-5311（内線2332）
※土日祝日を除く午前９時～午後５時

 〇上記以外について

 関東信越国税局人事第二課試験係

☎048-600-3111（内線2097）
※土日祝日を除く午前８時30分～午後５時

令和6年度国税専門官採用試験 自衛官募集（一般幹部補生）

　一部期日等で変更がある場合があ

りますので、細部はお問合せください。

◎第1回一般幹部候補生

受付期間　4月12日(金）まで

受験資格　

 【一般】

①大学程度試験　22歳以上26歳

未満の者（20歳以上22歳未満

は大卒 （見込含）、修士課程修了

者等（見込含）は28歳未満の者）

②院卒者試験　20歳以上22歳未

満で、修士課程修了者（見込含）

の者

【歯科】

専門の大卒（見込含）20歳以上

30歳未満の者

【薬剤科】

専門の大卒（見込含）20歳以上

28歳未満の者

１次試験　4月20日(土)・21日(日)

２次試験　5月24日(金)～30日（木)

３次試験　海上・航空自衛隊飛行要員のみ

 海：6月20日（木）

 空：7月13日（土）～8月1日（木）　

入隊時期　令和7年3月下旬予定

◎第2回一般幹部候補生

受付期間　4月24日（水）～6月13

 日（木）

※詳細についてはお問合せください

問合せ　 自衛隊埼玉地方協力本部　

 熊谷地域事務所

☎048-522-4855

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。広告
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公民館 今月の第一展示室

「俳句展」

団体名　中央公民館

期間　3月31日（日）まで

   午前９時～午後５時

　 期間は前後する場合があります。

問合せ　中央公民館

☎０４９５-７７-３６７１

FAX０４９５-７７-５０６６

　「和太鼓に触れてみたい・叩いて

みたい」といった未経験者大歓迎 ‼　

太鼓の基礎から、誰でもできるお囃

子にチャレンジしてみませんか？

日時　3月２3日（土）、30日（土）、

　4月6日（土）　全3回

　　午前10時～正午

場所　中央公民館ホール

講師　神川豊穣太鼓会員　

定員　先着15名（中学生以上）

費用　無料

持ち物　汗ふきタオル、飲み物、運動

　 のできる服装

主催　神川豊穣太鼓

問合せ　中央公民館

☎０４９５-７７-３６７１

FAX０４９５-７７-５０６６

自主講座　和太鼓教室

埼玉県収入証紙代金の還付申請

　埼玉県収入証紙は、令和６年３月末

で利用を終了します。

　未使用の証紙（汚損、毀損した証紙

を除く）をお持ちの方は、令和１０年

１２月末までに証紙代金の還付を受

けることができます。

　詳しくは埼玉県のホームページを

ご覧ください。

問合せ　埼玉県出納総務課

☎048-830-5714

FAX０４8-830-4910

たばこは町内で買いましょう

　たばこ税は、購入したお店のある

自治体の税収となります。 令和4年

度の神川町のたばこ税収は約1億円

で、町の貴重な財源となっています。

　たばこを購入される際は、町内で

のご購入をお願いいたします。

問合せ　税務課　町民税担当

☎０４９５-７７-2116

FAX０４９５-７７-2117

　令和6年3月31日をもって、足利

銀行の窓口における公金取扱（無料

取扱）が終了します。

　4月1日以降、足利銀行の窓口で納

入通知書等による納付を希望する

際は、足利銀行が指定する手数料を

ご負担いただくことになりますので

ご注意ください。

　詳しくは足利銀行のホームページ

をご覧ください。

※お手元の納付書の納付場所に足

利銀行の記載がある場合でも、ご

負担いただくことになります。

問合せ　 会計課　会計担当

☎０４９５-７７-0706

FAX０４９５-７７-2117

足利銀行窓口での公金取扱変更

神川町シルバー人材センター

　60歳以上（令和5年４月現在）で就

業していただける方を随時募集して

います。

問合せ　神川町シルバー人材センター

☎０４95-77-1769

遊びにきませんか？

子育て支援センター

日時　毎週月～金曜日（祝日を除く）

　 午前９時～正午、午後１時～３時

場所　丹荘保育所内

問合せ　子育て支援センター

☎０70-4424-6288



町民のうごき町民のうごき
（外国籍の方 610 人含む）

町の面積　47.40 ㎢

◎町の人口   令和6年2月１日現在

（　） 内は前月との比較

男 6,593人 （-7）

女 ６,281人 （-7）

計 12,874人 （-14）

世帯数 5,886世帯 （-9）

交 通 情 報

 名前 年齢　　　 行政区         

 名前 行政区

熊 野 堂

八 日 市

渡瀬本町

熊 野 堂

新 宿

新 宿

渡瀬上町

上阿久原

渡瀬上町

図書室だより　　☆一般図書　★児童図書

図書の貸出は2週間です。

神川町電子図書館にも毎月新刊が追加されています。

ご利用方法等はホームページ等をご確認ください。

●今月の新着図書（一部）　※事情により、配架が遅れる場合がございます。

【中央公民館】　☎0495-77-3671

☆なれのはて 加藤　シゲアキ／著

☆まいまいつぶろ 　村木　嵐／著

☆訂正する力 　東　浩紀／著

★ぴっぱぴっぱのふしぎなくに 　糟谷　奈美／作

★おだんごとん 　ガタロー☆マン／作

【ふれあいセンター】　☎0495-77-1521

☆黒い絵 原田　マハ／著

☆食べると死ぬ花 芦花公園／著

☆Ｃｈａｔｔｅｒ「頭の中のひとりごと」をコントロールし、

最良の行動を導くための２６の方法 　イーサン・クロス／著

★マンガ昆虫最強王図鑑ザ・ストーリー　１ 　藤川　努／作

【多目的交流施設】　☎0274-50-4554

☆椿ノ恋文 　小川　糸／著

☆疲れた人に夜食を届ける出前店１・２ 　中山　有香里／著

☆６０代からの見た目の壁 　和田　秀樹／著

★ひみつのラーメンやさん 　黒岩　まゆ／作

★ちいさなちいさなこねこをさがして 　さかいさちえ／作

★願いがかなうぽかぽか魔法 　あんびる　やすこ／作

【通常利用時間】

中央公民館 火～日、祝日 午前９時～午後８時

月 ･祝日翌日 午前９時～午後５時

ふれあいセンター　　火～日 ･ 祝日 午前９時～正午・午後１時〜５時

多目的交流施設 月～金 正午～午後５時

土・祝日 午前９時～正午・午後１時～５時

石井　詩
し お ん

恩ちゃん

（将太・香恋)　新宿

嶋﨑　羽
う い

依ちゃん

（直哉・和)　元阿保

與那覇　琉
る い

生ちゃん

（悟・真美)　植竹

與那覇　琉
る か

花ちゃん

（悟・真美)　植竹

N
グ エ ン

GUYEN T
チ ヤ ン

RAN Q
ク オ ツ ク

UOC B
バ オ

AO ちゃん

（NGUYEN VAN SON・TRAN THI THU THUY)　元原

※このコーナーへは、ご希望を伺い掲載してお

ります。 詳細は下記へお問合せください。

町民福祉課　戸籍担当  ☎0495-77-2112

95歳

77歳

96歳

86歳

91歳

86歳

93歳

82歳

91歳

92歳

各 委 員 会

令和6年１月１日〜2月15日

●神川町内

物件事故 １５件、人身事故 １件

●児玉警察署管内

物件事故 ９３件、人身事故 ７件

今月のオススメ本

スピノザの診察室
夏川　草介／著　　水鈴社／出版　

ふれあいセンター、多目的交流施設／所蔵

　現役医師として命と向き合い続けた著者が到達した、「人

の幸せ」とは。

　かつて大学病院で将来を嘱望された凄腕の医師でありな

がら、妹の死をきっかけに甥をひきとり、地域病院で働く内

科医である主人公。

　高齢で持病を抱えた患者たちに寄り添いながら、生と死を

見つめる医師たちの話。

名称 日時 場所

教育

委員会
3月21日(木)

午後３時
神川町

役場
農業

委員会
3月25日(月)

午後１時30分
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こころの健康　電話相談窓口

相談場所 電話番号 曜　日 時　間

埼玉県こころの電話 048-723-1447
月～金

（祝日･年末年始を除く）
午前９時〜午後５時

精神科救急情報センター
048-723-8699

（ハローキューキュー）

①月～金

②土日祝日

①午後５時〜翌日午前８時30分

②午前８時30分〜翌日午前８時30分

埼玉いのちの電話
①048-645-4343

②0120-783-556

①毎日

②毎月10日

①24時間

②午前８時〜翌日午前８時

本庄保健所 0495-22-6481 月～金
（祝日･年末年始を除く）

午前８時30分〜午後５時
保健センター 0495-77-4041

DV相談ナビ ＃8008（はれれば） 電話を受けた相談機関の相談受付時間内

DV相談+（プラス） 0120-279-889 毎日 24時間

児童相談所虐待対応ダイヤル 189（いちはやく） 毎日 24時間

児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783 毎日 午前８時30分〜午後８時

お気軽にご利用ください

名　称 と　き と　こ　ろ

消 費

生 活

相 談

月･水･木･金曜日

午前９時30分〜正午

午後1時～３時30分

本庄市消費生活センター

☎0495-25-1175

火・金曜日

午前９時30分〜正午

午後1時～３時30分

上里町消費生活相談窓口

☎0495-35-1232

月〜金曜日

午前９時〜午後４時

土曜日(事前予約制)
※詳細は右記2次元コー

ド参照

埼玉県消費生活支援センター熊谷

☎048-524-0999

消費者ホットライン：☎188(イヤヤ)※局番なし

各 種 相 談

名　称 と　き と　こ　ろ

心配ごと相談

人 権 相 談

行 政 相 談

毎月第２水曜

午後１時30分〜４時

事前予約可

神川町社会福祉協議会

☎0495-74-1188

FAX0495-71-8081

物 忘 れ 相 談

（ 認 知 症 相 談 ）

毎週水曜

午前９時〜午後４時 地域包括支援センター

☎0495-74-1155

FAX0495-74-1156なっちゃんカフェ

（ 認 知 症 カ フ ェ）

毎月第１水曜

午前１０時３０分〜正午

成 年 後 見

相 談 ダ イ ヤ ル

月〜金曜日
（祝日･年末年始を除く）

午前９時〜午後5時

電話相談

☎0120-235-833

 田　髙重さん

清水　一男さん

金澤　 さん

依田　雄次さん

内藤　久子さん

木村　杲さん

木村　敬子さん

丸山　幸子さん

浅見　  重子さん

戸口　輝市さん

　広報かみかわをお読みいただきありがとうご

ざいます。

　早いものでもう3月になりました。 1年が早く

感じることを 「ジャネーの法則」 と言うらしい

です。 この法則によると、子どもと比べてわた

しの1年体感時間は約2週間ほどなのだそうで

す。 これは早い！

　1日1日を大切に楽しんで過ごして行こうとあ

らためて思いました。

編 集 後 記

相続登記の申請が義務化され

ます

　令和6年4月1日から、相続により

不動産を取得した相続人は、その取

得を知った日から3年以内に相続登

記の申請をしなければならないこと

とされました。

　なお、相続登記の申請の義務化は、

令和6年4月1日より前に亡くなった

方の相続についても対象になります。

　正当な理由がなく義務に違反した

場合は、10万円以下の過料が科さ

れる可能性があります。

　今のうちから、土地・建物の相続登

記に備えましょう。

　詳しくは、法務局へお問合せいた

だくか、法務省のホームページをご

確認ください。

問合せ　

さいたま地方法務局

本庄出張所　

☎0495-22-3264

日時・場所

①深谷市上柴公民館　小会議室2

 3月１3日（水）、4月17日（水）、　

 5月15日（水）

 各回午後１時３０分～４時30分

②寄居町中央公民館　集会室

3月19日（火）、4月16日（火）、

5月21日（火）

午後1時30分～4時30分

内容　面談相談（1組1時間）要予約

 相続、遺言、登記、債務整理、成年

 後見、不動産の名義変更など

申込み　総合相談センターへお電話

 ください。☎048-838-7472

 予約は相談日の1週間前に締め切

 ります。

主催　埼玉司法書士会

問合せ　埼玉司法書士会事務局

☎０４8-863-7861

県北総合相談センター出張法

律相談会（無料）
日時　3月27日（水）

　　午後1時30分～4時

場所　埼玉県県民健康センター（さい

　 たま市浦和区仲町3-5-1）

内容　【第1部】令和6年地価公示に

 みる埼玉県の不動産市況

 地価公示埼玉県代表幹事　

　三田　和巳　氏

【第2部】勝つためのチームマネジ　

メント

立正大学ラグビー部監督　

　 堀越　正己　氏

費用　無料

申込み　名前、住所、電話番号、FAX

 番号を記入の上、3月15日（金）ま

 でに公益社団法人埼玉県不動産

 鑑定士協会へFAXまたは電話で

 お申込みください。

問合せ　公益社団法人埼玉県不動産

 鑑定士協会

☎０48-789-6000

FAX０48-789-6160

一般公開セミナー

上 阿 久 原
（渡瀬上町）
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⼦育て相談窓口だより 問合せ　子育て相談窓口
   ☎　0495-74-0205

　　FAX　０４９５-７７-２１１７

小さな反抗期（4歳頃）

　4歳になると心身ともにさまざまな成長がみられます。 生活面ではできることが増える一方で、感情面の発

達は未熟です。 戸惑いやストレスを感じやすい年齢でもあり、まるで反抗期のような態度をとることもありま

す。 この時期を「4歳の壁」と呼びます。 「4歳の壁」は子どもにとって大切な成長過程の1つです。 親だけで

なく子ども自身も不安や迷いを感じています。

問合せ ： 子育て相談窓口　　☎ 0495-74-0205　FAX ０４９５-７７-２１１７子 育 て

◆在宅当番医療機関（午前中のみ）

月　　日 医 療 機 関 名 ☎ 0495

3 月 　 3 日 ( 日 ) 本庄脳神経外科・脊椎外科 2 3 - 9 1 5 6

3 月 1 0 日 ( 日 ) 松本産婦人科医院 24-3377

3 月 1 7 日 ( 日 ) 森 田 整 形 外 科 ク リ ニ ッ ク 2 3 - 1 6 1 0

3 月 2 0 日 ( 水 ) よ し は ら 整 形 外 科 7 3 - 1 5 7 5

3 月 2 4 日 ( 日 ) 飯塚耳鼻咽喉科医院 3 4 - 2 3 1 3

3 月 3 1 日 ( 日 ) 五十嵐整形外科医院 2 4 - 2 3 1 3

4 月 　 7 日 ( 日 ) 池田レディースクリニック 22-2048

4 月 1 4 日 ( 日 ) 彩 の 丘 ク リ ニ ッ ク 7 1 - 7 1 6 6

◆救急車を呼ぶほどではないけれど

   救急車を呼ばなくても病院等へ行くことが出来る場合、 そんな

時の医療機関の情報をご案内します。

☎0495-24-1119（24時間対応）
児玉郡市広域消防本部 

◆全国共通救急電話相談ダイヤル(24時間365日対応)

　 急な病気やけがに関して、相談員(看護師)が医療機関を受診す
べきかどうかなどをアドバイスします。相談者の年齢は問いません。

☎＃7119

☎048-824-4199（IP電話などの場合)
　※☎＃7000（大人の救急電話相談）と☎＃8000（小児救急

     電話相談）も今までどおりご利用できます。

※当番医は変更になる場合がありますので、確認してからおでかけください。

◆休日急患診療所（内科系疾患）[本庄市児玉郡医師会]

  本庄市保健センター(本庄市民文化会館となり)内で、内科系で
比較的症状が軽く、入院が必要ない方の診療を行います。

☎0495-23-3322
※診療以外に関するお問合せ・電話相談はご遠慮ください。

診療日　日曜日・休日・年末年始（12/30～1/3） 

　　　　　 平日木曜日夜間

時間 　　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10時

※平日木曜日夜間は、午後８時～１０時

※健康保険証を持参してください。

※夜間の診療は午後９時４５分までに受付をしてください。

◆埼玉県コロナ総合相談センター

☎0570-783-770（土日祝日も含め24時間受付）

FAX050-8887-9553（聴覚障がいの方）

親子で遊ぼう

新聞ゴール遊び

　新聞紙の両端をピンと張るように持ちゴール

テープに見立てます。その新聞紙を子どもが体

を使って思いっきり破ります。

「せーの！」と一緒に

破るのもいいですね。

　親子で楽しみながら、

リフレッシュ効果も期

待できます。

「4歳の壁」を上手く乗り切るコツ

1. 子どもの気持ちに寄りそう
気持ちに共感するように話を聞く

2. 短く、 端的に伝える
わかりやすいメッセージを伝える

3. 目線を子どもに合わせる
目線を合わせて、 真剣に話す

4. 親自身が気持ちを落ち着かせる
イライラする時は 10 秒数える

集まれ！　4月生まれキッズ
お誕生日を迎える町内在住で就学前のお子さんの写真を募集しています。

下記のあて先へメールまたは郵送してください。　

〇 お子さんの写真(なるべくデータで）　　

〇お子さんの氏名・ふりがな・住所・生年月日・年齢

〇保護者の氏名・連絡先(電話番号)　

photo@town.kamikawa.saitama.jp　または〒367-0292　植竹909　役場総合政策課 

締切　3月12日(火)[必着]　※応募多数の場合抽選、写真は返却不可

項　　　目 日　　　時 場　所 内容 ・ その他

に こ に こ 相 談 日

～妊婦さんから

子育て相談～

水曜日に実施

（詳細は裏表紙「くらしのカレ

ンダー」をご覧ください）

午前９時３0分〜11時３0分

保健センター

（3/13は子育て支援セ

ンター）

妊娠中のことや、お子さんに関することをご

相談ください。お子さんの身長・体重の計測も

行っています。

※電話等でお申込みください。

母子愛育会主催

ふ れ あ い の 広 場

3月7日(木)

午前１０時～１１時
就業改善センター

お楽しみ会を行います。先着15組。

申込み先：子育て相談窓口

（対象：町内在住の未就学児と保護者 ※祖父母

 と孫も可）

マ マ パ パ 学 級
3月13日(水)

午後１時30分～3時30分
保健センター

歯科衛生士や助産師から妊娠中の歯の健康や

出産・子育ての話。

赤ちゃんのお風呂の入れ方も練習します。

な っ ち ゃ ん 広 場
3月18日(月)

午前１０時～１１時
保健センター

フィットネス、赤ちゃんの喜ぶ声かけ、抱っこ等、

幸せ膨らむコミュニケーションプログラムです。

（対象：１歳までの親子）

お や ぼ っ こ
3月27日(水)

午前１０時～１１時30分
保健センター

生後7～10か月の赤ちゃんのこころとからだ

のヒミツを知り、育児を楽しくする教室です。

（対象：令和5年5月～8月生まれ）

月生

榊
さかきばら

原 舞
ま さ き

咲 ちゃん

　　4 歳   （肥土）

須
す と う

藤 飛
と わ

羽 ちゃん

　　3 歳   （熊野堂）

原
は ら

 理
り お

桜 ちゃん

　　3 歳   （下阿久原）

大
おおさわ

澤 壮
そ う ま

真 ちゃん

　　1 歳   （元阿保）

石
い し い

井 朔
さ く

空 ちゃん

　　3 歳   （新宿）
療 育 相 談
心 理 相 談

お子さんの健やかな成長を応援するため理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 言語聴覚士による相談を行っ

ています。 「言葉が遅い」 「発音が不明瞭」 「なかなか歩かない」 など発育 ・ 発達面の心配ごとが

ある方は、 子育て相談窓口へご連絡ください。
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防火標語(２０23年度全国統一防火標語)　 『火を消して　不安を消して　つなぐ未来』

実施期間　３月１日(金)～７日(木)

「令和6年春季全国火災予防運動」を実施します
問合せ　児玉郡市広域消防本部　予防課　☎０４９５-24-8392

住宅防火 いのちを守る 10のポイント

　令和5年12月1日（金）付けで発令された高齢

者叙勲にて、町内より小林利安氏（四軒在家）が

受章されました。

　受章の内容は以下のとおりです。おめでとうご

ざいます。

●瑞宝双光章

　 小林　利安　氏 （元上里町立上里東小学校長）

豊 作 を 願 っ て 「 ま ゆ 玉 飾 り 」 づ く り
青 柳 小 学 校 ４ 年 生

　1月１2日(金)、青柳小学校４年生が「まゆ玉飾

り」を作りました。

　まゆ玉飾りの米粉は、５年生が地域の方に指導

していただき作った米を使用しています。

　「まゆ玉飾り」は、米粉を丸めて、まゆの形にし

たものを木の枝にさしたもので、養蚕や農作物

の豊作を祈って、小正月に飾ることが多いようで

す。地域の伝統行事となっています。

受 章 お め で と う ご ざ い ま す
令 和 5 年 1 2 月 の 高 齢 者 叙 勲

野球 し よ う ぜ ！ 大 切 に 使 い ま す
大 谷 翔 平 選 手 グ ロ ー ブ

　メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手から町

内各小学校へグローブ3個（右投げ用2個、左投

げ用1個）が寄贈されました。

　青柳小学校では校長先生から児童にお披露目

された後、児童会が中心となって始球式を行い

ました。グローブにボールが収まると大きな歓声

と拍手が沸き起こりました。

　今後、各学校で大事に活用させていただきます。 新しい救急車が配備されました
問合せ　児玉郡市広域消防神泉分署　☎０274-52-3409　

　令和５年１２月１９日（火）から、広域消防神泉分署の救急車が更新され配備されました。 車内にある心電図

モニターや救急資機材が最新のものとなり、増加する救急出場に備え、さらなる神川町の安心安全への貢献

が期待されます。

救急車を呼ぶべき？迷った時は

　急なケガや病気で救急車を呼んだが方がいいか、判断に迷うことがあ

ると思います。

　そんなとき、専門家からアドバイスを受けることができる電話相談窓口

の救急安心センターをご活用ください。 救急出動件数は年々増加してい

ます。 救急車の適正な利用にご協力ください。

救急安心センター　☎＃7119

【4つの習慣】

①寝たばこは絶対にしない、させない

②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

③コンロを使うときは火のそばを離れない

④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く　

【６つの対策】

①火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置の付いた機器を使用する

②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する

③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する

④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく

⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく

⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

＃7119
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メールで防災情報！
【登録方法】

2次元バーコードより

空メールを送信

児玉郡市　ごみ分別アプリ

Android iOS

便利なごみ分別

アプリ配信中！

電話で火災案内！
☎0570-003-119
火災情報を電話で確認できます。

第
2

1
9

号

スマホで広報紙！
いつでも！

ど こ で も！

誰とでも！

くらしのカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

3/1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 4/1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

取扱業務取扱業務

・ 戸籍、 住民票、・ 戸籍、 住民票、
　印鑑証明書の交付　印鑑証明書の交付
・ 印鑑登録と廃止・ 印鑑登録と廃止

戸籍窓口戸籍窓口

ごみ収集日区分け表
A  植竹・関口・四軒在家・元阿保・八日市
　　原新田・熊野堂・元原
B  新宿・池田・二ノ宮・新里・前組・中新里
　　小浜・貫井・肥土・渡瀬（本町・仲町・上町）

C　下阿久原・上阿久原・矢納

燃えるごみ…可燃　　燃えないごみ…不燃　 資源ごみ…資源

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

粗大ごみリクエスト

A
可燃

C
可燃

B
可燃

戸籍窓口戸籍窓口
　午前 8 時半～正午　午前 8 時半～正午

　（第２日曜）　（第２日曜）

B
可燃

C
不燃

B 可燃
不燃

C
資源

B
可燃

A
可燃

C
可燃

B
可燃

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

A
可燃

C
可燃

B
可燃

A
可燃

C
可燃

A
可燃

C
可燃

B 可燃
不燃

C
可燃

A
可燃

B
可燃

C
可燃

A
可燃

♥物忘れ相談
粗大ごみリクエスト締切

B
可燃

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日
粗大ごみリクエスト締切

♥物忘れ相談
♥心配ごと・人権・行政相談

♪にこにこ相談日
♪ママパパ学級

A
資源

B
資源

♪ふれあいの広場

♪なっちゃん広場

マイナ出張サポ

マイナ出張サポ

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

マイナ出張サポ

「マイナ出張サポ」

…マイナンバーカード出張申請サポート

●3/7…神泉総合支所　　　

●3/14…いこいの郷

●3/21…B&G海洋センター

　 午前９時３０分～午後３時３０分

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

B
可燃

A
資源

B
資源

A
資源

B
資源

C
不燃

B
可燃

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

A 可燃
不燃

C
可燃

B 可燃
不燃

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日
♪おやぼっこ

A 可燃
不燃

C
可燃

C
可燃

A
可燃

A 可燃
不燃

C
可燃

春分の日

粗大ごみリクエスト

♥物忘れ相談
♥心配ごと・人権・行政相談
♪にこにこ相談日

A
可燃

C
可燃


